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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胴体２と電気モータと電気スイッチ２２とロッキングアーム３８とを具備するハンマド
リルであって：
　前記胴体２は、少なくとも一つのサポートハンドル４を有していて；
　前記電気モータは、胴体（２）の内部に取り付けられており；
　前記電気スイッチは、前記電気モータを作動又は停止するために前記電気スイッチに接
続されたトリガボタン８によりスイッチを入れたり切ったりすることができるようになっ
ていて、前記トリガボタン８は前記電気スイッチ２２が切られている第一位置と、前記電
気スイッチが入っている第二位置との間で可動になっており；
　前記ロッキングアーム３８は、前記電気スイッチ２２に可動に取り付けられていて、前
記トリガボタン８がその第二位置に位置している場合、前記ロッキングアームは、前記ト
リガボタン８から係合解除されている第一位置と、前記トリガボタン８に係合しそして前
記トリガボタン８をその第二位置に保持する、第二位置との間で可動になっていて、前記
トリガボタンがその第一位置にある場合、前記ロッキングアームはその第一位置に保持さ
れていて、その第二位置へ移動することを防止されており；
　前記トリガボタンは中空であって、そして前記トリガボタンの中に柵６０を備えていて
；
　前記ロッキングアーム３８がラッチアーム５２を備えており、前記ラッチアーム５２は
内壁面７４と前記柵６０とにより形成された前記トリガボタンの内部スペースの中へ延伸
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していて、そして前記ラッチアーム５２は、前記ロッキングアームが回動した場合に前記
トリガボタンの内部で回動し；
　前記トリガボタン８は、その第二位置にある場合に前記ロッキングアーム３８の前記ラ
ッチアームの部分７２と係合する受け具６２を備えており、
　さらにロックオン作動装置１０を備えていて；前記ロックオン作動装置１０は、前記胴
体２又は前記サポートハンドル４の中で直線的にスライド可能に取り付けられ、そして前
記ロックオン作動装置は前記ロッキングアーム３８に係合していて、前記ロックオン作動
装置の直線的なスライド運動が前記ロッキングアームの回動運動をもたらすようになって
いる、
　ハンマドリル。
【請求項２】
　前記トリガボタン８は、その第一位置と第二位置との間で移動する場合、前記電気スイ
ッチへ向かって又は離間するように直線的にスライドする、請求項１に記載のハンマドリ
ル。
【請求項３】
　前記トリガボタン８はその第一位置へ向けて付勢されている、請求項１又は２に記載の
ハンマドリル。
【請求項４】
　前記ロッキングアーム３８がその第一位置へ付勢されている、請求項１～３のいずれか
一項に記載のハンマドリル。
【請求項５】
　前記トリガボタンがその第二位置にあって、そして前記ロッキングアームがその第二位
置にある場合、前記トリガボタンをその第一位置へ向けるようになっている前記トリガボ
タンに作用される付勢力により、前記ロッキングアームはその第二位置に保持されていて
、その第一位置から移動することを防止されている、請求項１～４のいずれか一項に記載
のハンマドリル。
【請求項６】
　前記トリガボタン８に作用する前記付勢力に打ち勝つ外力が前記トリガボタン８に作用
される場合、前記ロッキングアーム３８は前記ロックオン作動装置によりその第一位置へ
回動されるようになっている、請求項５に記載のハンマドリル。
【請求項７】
　前記ロッキングアーム３８の回動軸４２は、前記ロックオン作動装置がスライドする方
向に直交している、請求項１～６のいずれか一項に記載のハンマドリル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はハンマドリル、とくにチッパ（chipper）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　チッパは石のような工作物を切削加工するために使用される動力工具である。そのよう
なチッパは電力供給網又はバッテリから給電されている電気モータである。一般にチゼル
の形状をしている工具ビットは、チッパの前方に設置された工具ホルダに取り付けられて
いる。工具ホルダは工具ビットの回転を防止するようになっている。しかしながら、工具
ビットは工具ホルダにおいて所定の移動範囲で軸方向にスライドできるようになっている
。
【０００３】
　電気モータは、一般にチッパの胴体に接続されハンドルに取り付けられているトリガを
押し下げることにより作動される。電気モータは、従来のようにチッパ内部に取り付けら
れた、歯車を介してのストライカと、回転を直線運動に変換する機構と、クランク又はウ
ォブルベアリングと、一般にピストン、シリンダ及びラムの形状をしている空気ばねとを
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、往復運動させるようになっている。ストライカは、工具ホルダ内に設置されたドリルビ
ットの端部を繰り返し打撃し、工具ビットを繰返し前方に駆動するようになっている。使
用時、工具ビットの切削チップが加工する工作物に対して置かれる。ストライカが工具ホ
ルダ内で工具ビットの端部を繰返し打撃し、工具ビットが工作物において切削加工するよ
うになっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　望ましくは、チッパは二つの操作モードで作動されることのできるものである。
【０００５】
　第一操作モードは、操作員がトリガボタン８を押し下げてモータを作動させることであ
る。操作員はトリガボタン８を押し下げるとチッパを使用することができる。電気モータ
の作動を継続するために、操作員は指を用いてトリガボタン８を押し下げ続けなければな
らない。トリガボタンが解除されると、電気モータは停止され、そしてチッパのスイッチ
が切られる。
【０００６】
　第二操作モードにおいて、チッパは“ロックオン（lock on）”することができる。こ
のことは以下のことを意味している。トリガボタン８が押しさげられ、そして電気モータ
が作動されると、チッパは、操作員がトリガボタン８を解除した場合でも電気モータは作
動し続けるように、“ロックオン”することができる。このことは、チッパが作動してい
る場合に、操作員がチッパを別の場所に支持するために、手をチッパの胴体２及び後方サ
ポートハンドル４周囲に移動することを可能にしている。操作員がチッパを停止しようと
する場合、“ロックオン”は切られ、トリガボタン８が解除された場合、電気モータを停
止することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従って胴体２と電気モータと電気スイッチとロッキングアームとを具備するハンマドリ
ルが提供されていて：
　前記胴体は、少なくとも一つのサポートハンドルを有していて；
　前記電気モータは、胴体の内部に取り付けられており；
　前記電気スイッチは、前記電気モータを作動又は停止するために前記電気スイッチに接
続されたトリガボタンによりスイッチを入れたり切ったりすることができるようになって
いて、前記トリガボタンは前記電気スイッチが切られている第一位置と、前記電気スイッ
チが入っている第二位置との間で可動になっており；
　前記ロッキングアームは、前記電気スイッチに可動に取り付けられていて、前記トリガ
ボタンがその第二位置に位置している場合、前記ロッキングアームは、前記トリガボタン
から係合解除されている第一位置と、前記トリガボタンに係合しそして前記トリガボタン
をその第二位置に保持する、第二位置との間で可動になっている；
　ハンマドリル。
【０００８】
　以下に説明する実施形態は、チッパに関するものであるけれども、いずれのタイプのハ
ンマドリルにも適用できることが、当業者においては理解できるであろう。
【０００９】
　添付図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　図１，２において、チッパは胴体２を備えていて、後方サポートハンドル４が胴体の後
方に取り付けられている。電気モータ（図示せず）が胴体内部に取り付けられている。電
気モータは電力供給網（図示せず）により給電されている。
【００１１】
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　工具ホルダ６がチッパの胴体２の前方に取り付けられている。チゼル（chisel）（図示
せず）は工具ホルダ６に取り付けることができる。工具ホルダはチゼルが回転することを
防止している。しかしながら、チゼルは工具ホルダ６内部において所定の移動範囲で軸方
向にスライド可能である。
【００１２】
　電気モータは後方サポートハンドル４の内部に取り付けられたトリガボタン８を押し下
げることにより作動される。電気モータは、歯車（図示せず）を介してストライカ（stri
ker）（図示せず）と、ウォブルベアリング（wobble bearing）と、ピストン、シリンダ
及びラム（図示せず）形状の空気ばねとを従来の方法で往復運動させるようになっていて
、それらはチッパの胴体２の内部に取り付けられている。ストライカは工具ホルダ６内部
に設置されたチゼルの端部を繰返し打撃し、チゼルを繰返し前方に駆動するようになって
いる。使用時、チゼルの切削刃が加工する工作物に対して位置決めされる。ストライカが
工具ホルダ６内部のチゼルの端部を繰返し打撃し、チゼルビットが工作物を削ずるように
なっている。
【００１３】
　チッパは二つの操作モードにより操作される。
【００１４】
　第一操作モードは、操作員がトリガボタン８を押し下げてモータを作動させることであ
る。操作員はトリガボタン８を押し下げるとチッパを使用することができる。電気モータ
の作動を継続するために、操作員は指を用いてトリガボタン８を押し下げ続けなければな
らない。トリガボタンが解除されると、電気モータは停止され、そしてチッパのスイッチ
が切られる。
【００１５】
　第二操作モードにおいて、チッパは“ロックオン（lock on）”することができる。こ
のことは以下のことを意味している。トリガボタン８が押しさげられ、そして電気モータ
が作動されると、チッパは、操作員がトリガボタン８を解除した場合でも電気モータは作
動し続けるように、“ロックオン”することができる。このことは、チッパが作動してい
る場合に、操作員がチッパを別の場所に支持するために、手をチッパの胴体２及び後方サ
ポートハンドル４を周囲に移動することを可能にしている。操作員がチッパを停止しよう
とする場合、“ロックオン”は切られ、トリガボタン８が解除された場合、電気モータを
停止することができる。
【００１６】
　“ロックオン”はスライド式“ロックオン”作動装置１０のスライド移動によりスイッ
チが入る。スライド式“ロックオン”作動装置はバーを備えていて、そのバーは後方サポ
ートハンドル４の最上部区画１２に設置されていて、そして後方サポートハンドル４を形
成している後方クラムシェルの側面を貫通して延伸している。バーの一方の端部１４が後
方サポートハンドル４の一方の側面（図１に図示）に形成された穴を貫通して延伸してい
て、他方の端部１６は、後方サポートハンドル４の対向側面（図２に図示）に形成された
第二の穴を貫通して延伸しており、バーの中央区画が後方サポートハンドル４の最上部区
画１２内部にある場合、二つの端部１４，１６は外部から見ることができる。バーは、後
方サポートハンドルの最上部区画１２の内部で後方サポートハンドル４の幅方向に第一位
置から第二位置へ横切って軸方向にスライドし、続いて第一位置へもどることができるよ
うになっていて、第一位置において一方の端部１４がチッパの一方の側面から十分に突出
していて、第二位置において、他方の端部１６がチッパの他方の側面から十分に突出して
いる。
【００１７】
　図３～１１を参照してチッパが“ロックオン”される機構を説明する。
【００１８】
　図３において、後方サポートハンドルはプラスチック製のクラムシェル１８で作られて
いる。図４に図示するように、電気スイッチ２２が後方サポートハンドル４の内部に取り
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付けられている。トリガボタン８が電気スイッチ２２に接続されている。トリガボタン８
は円形断面の細長いロッド２４を介して電気スイッチ２２と接続している。細長いロッド
２４はその軸方向に沿って所定の移動範囲で軸方向にスライドできるようになっている。
トリガボタン８は押し下げられると後方サポートハンドル４の中へ移動し、細長いロッド
２４をその軸方向に沿って移動させ、そして電気スイッチ２２の中へ押し込まれ、電気ス
イッチが電気的接続し電流が流れ電気モータが作動される。
【００１９】
　図６は、トリガボタン８の後方へ接続している細長いロッド２４を図示している。図８
は、トリガボタン８と円形断面の凹部２６との背面図であって、電気スイッチ２２から突
出している細長いロッド２４の端部がその凹部２６に位置しそしてトリガボタン８と接続
している。細長いロッドは、電気スイッチ２２におけるばね（図示せず）を介して胴体か
ら外向きに最も外側の位置へ向けて付勢されている。細長いロッド２４が、ばねの付勢力
により最も外側の位置に延伸すると、電気スイッチ２２が切れ、電流は流れなくなる。ト
リガボタン８を押し下げると、細長いロッド２４がばねの付勢力に抗して電気スイッチ２
２の本体の中へ移動し電気スイッチ２２が入る。
【００２０】
　スライド式“ロックオン”作動装置１０を以下に詳述する。
【００２１】
　スライド式“ロックオン”作動装置（図１において符号１０で付番されている）が図４
，５からわかるようにバーを備えていて、バーは中央区画２８と二つの端部１４，１６を
有している。前述したように、バーは後方サポートハンドル４の最上部区画１２を貫通し
ていて、二つの端部１４，１６は後方サポートハンドル４を形成しているクラムシェル１
８に形成された穴を貫通して突出している。バーはクラムシェル１８において、穴を出入
りして長手軸方向にスライドできるようになっている。
【００２２】
　バーはサポートロッド３０を横断して取り付けられていて、バーの長手軸はサポートロ
ッド３０にほぼ直交している。スライド式“ロックオン”作動装置１０が後方サポートハ
ンドル４の最上部区画１２に取り付けられている場合、サポートロッド３０の長手軸とバ
ーの長手軸とはほぼ水平である。図４，５に図示するように、バーは、一部がサポートロ
ッド３０の全長に沿って取り付けられている。
【００２３】
　バーとサポートロッド３０との移動は、長手軸にのみ沿ってスライドすることのできる
バーにより制御されている。従って、サポートロッド３０は、クラムシェル１８内部にお
いて、幅方向に水平に左右にスライドすることができる。サポートロッド３０はバー２８
のスライド移動量を制限している。
【００２４】
　図示するように円板３２がサポートロッド３０の一方の端部に取り付けられている。円
板３２はグリップとして備えられていて、チッパを組立てる人が、製造時にグリップを用
いて“ロックオン”機構を保持することができる。工具を組立てる場合、円板は“ロック
オン”機構の操作において何の機能も行なわない。
【００２５】
　サポートロッド３０の円板３２が取り付けられた一方の端部に対向している他方の端部
には、Ｕ字形凹部３６が形成されている。
【００２６】
　スライド式“ロックオン”作動装置１０はバーと、Ｕ字形凹部及び円板を備えたサポー
トロッド３０とを有していて、プラスチックで一体構造に形成されている。
【００２７】
　図面を参照して、付勢ばね４６を備えたピボットラッチ３８について説明する。
【００２８】
　図６にピボットラッチを図示する。ピボットラッチは円形断面の中央ピボット台４０を
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備えていて、その長手軸４２周囲をピボットラッチ３８が回動するようになっている。
【００２９】
　第一アーム４４が、ピボット台４０の長手軸４２にほぼ直交しているピボット台４０の
第一側面から延伸している。コイルばね４６が第一アーム４４の側面に取り付けられてい
て、コイルばねの軸は、第一アーム４４の長手軸及びピボット台４０の長手軸とにほぼ直
交して延伸している。
【００３０】
　第二アーム４８が、ピボット台４０の他方の側面から第一アーム４４と反対方向に延伸
している。第二アーム４８は第一アーム４４とほぼ平行な方向に延伸している。ドライブ
ペグ５０が、第二アーム４８の端部に向かって、ピボット台４０から離間して、第二アー
ム４８の上面に取り付けられている。ドライブペグ５０はほぼ円形の断面であって、ピボ
ット台４０の長手方向に平行な方向に延伸している。ラッチアーム５２は、第二アーム４
８の端部に向かって、ピボット台４０から離間して第二アーム４８の下側に取り付けられ
ている。ラッチアーム５２は、ドライブペグ５０と反対方向であるが平行に下向きに延伸
している。
【００３１】
　図７において、電気スイッチ２２の本体の最上部が円形断面の管状凹部５４を備えてい
る。管状凹部５４の長手軸５６は水平である。
【００３２】
　ピボット台４０の下側は電気スイッチ２２の管状凹部５４に位置していて、二つの軸４
２，５６が同軸になるようになっている。ピボットラッチ３８は、電気スイッチ２２の管
状凹部５４内部のピボット台４０の長手軸周囲で回動できるようになっている。図７に図
示するように、第一アーム４４に取り付けられたコイルばね４６の自由端部は、電気スイ
ッチ２２の本体の側面に取り付けられている。コイルばね４６は第一アーム４４の端部を
電気スイッチ２２の本体の側面から引き離すように付勢している。
【００３３】
　図４に図示するように、第二アーム４８の最上面に取り付けられたドライブペグ５０は
、スライド式“ロックオン”作動装置のサポートロッド３０に形成されたＵ字形凹部３６
に位置している。
【００３４】
　操作員がスライド式“ロックオン”作動装置１０のバ－２８をスライドすると、スライ
ド式“ロックオン”作動装置１０はクラムシェル１８内部を幅方向にスライドし、サポー
トロッド３０の端部に形成されたＵ字形凹部３６を左から右（又は右から左）に移動させ
るようになっている。このことが、図６に図示するように、Ｕ字形凹部３６に設置されて
いるドライブペグ５０を左から右に移動し、ピボットラッチ３８をピボット台４０の長手
軸４２周囲で回動させるようになっている。ピボットラッチ３８の移動が、電気スイッチ
２２の本体におけるピボットラッチ３８の第一アーム４４の間に接続された、コイルばね
４６の圧縮あるいは膨脹をもたらす。
【００３５】
　ピボットラッチ３８は一体構造のプラスチックで作られている。
【００３６】
　図８において、トリガボタン８は中空となっている。水平な柵６０が、トリガボタン８
の約半分より上側に、トリガボタン８の内部の幅半分を横切って形成されている。受け具
６２が柵６０の上面に形成されている。受け具６２は、トリガボタン８の内部に向かって
延伸している細長いリッジ６４を備えている。第二のより小さなリッジ６６は細長いリッ
ジ６４の一方の端部に隣接して形成されていて、細長いリッジ６４に直交して横方向に延
伸している。チャンファ６８は、細長いリッジ６４の、より小さなリッジ６６が延伸して
いる側の端部における隅に、より小さなリッジ６６が延伸している方向とは反対側に形成
されている。より小さなリッジ６６と、細長いリッジ６２の前方端部との接続部分には凹
部７０が形成されている。
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【００３７】
　図９において、止め具７２がラッチアーム５２の下端部に形成されている。ピボットラ
ッチ３８が電気スイッチに取り付けられる場合、ラッチアーム５２がトリガボタン８の内
壁面により形成されたトリガボタン８の内部スペース及び柵６０の中へ延伸する。ピボッ
トラッチ３８がスライド式“ロックオン”作動装置１０のバーのスライド移動により回動
され、ラッチアーム５２がトリガボタンの内部で回動する。トリガボタン８内部における
止め具７２の高さは受け具６２の高さと同一であって、ラッチアーム５２の回動運動が止
め具７２を受け具６２の側面に係合させるようになっている。
【００３８】
　チッパが、電気スイッチ２２から最も離間した位置にあるトリガボタン８でスイッチを
切られると、ラッチアーム５２が図８に図示するように受け具６２の右に位置され、受け
具６２の細長いリッジ６４に関してより小さなリッジ６６と反対側に位置するようになっ
ている。この位置において、“ロックオン”機構はスイッチを切られ、チッパは第一操作
モードで作動されるだけである。操作員がバーをスライド移動することによりラッチアー
ム５２を回動させようとする場合、止め具７２が受け具の側面と係合し、ラッチアーム５
２及びピボットラッチ３８の移動を防止するようになっている。このことが、スライド式
“ロックオン”作動装置１０と、その一部を形成しているバーとのスライド移動を阻止し
ている。従って、チッパは第二操作モード、すなわちチッパがスイッチを切られている場
合の“ロックオン”モードを開始することが阻止される。
【００３９】
　トリガボタン８が押し下げられると、トリガボタン８は受け具６２と共に電気スイッチ
２２へ向かって移動する。しかしながら、ラッチアーム５２は、電気スイッチ２２に取り
付けられているので静止したままである。従って、トリガボタン８におけるラッチアーム
５２の相対位置が移動する。トリガボタンが完全に押し下げられると、受け具６２は電気
スイッチ２２へ向かって移動し、ラッチアーム５２の止め具７２は受け具６２の前方端部
周囲を通過することができる。この時点で、操作員はバー２８をスライド移動することが
でき、ピボットラッチ３８をばね４６の付勢力に抗して回動させ、ラッチアーム５２をト
リガボタン８の内部において受け具の上端部周囲で回動させることができる。トリガボタ
ン８が解除され、ラッチアーム５２がこの位置になると、止め具７２が受け具６２の凹部
７０に位置し、従ってトリガボタン８がその反対側にもどることを防止している。止め具
７２がこの位置にとどまる場合、トリガボタン８は内向きに保持され、従って、操作員が
指をトリガボタン８から外ずしても電気スイッチは作動し続け、チッパの第二操作モード
で作動は継続されるようになっている。ラッチアーム５２は、止め具７２が凹部７０に保
持されているので、ばね４６の付勢力により後方へ回動することを阻止されている。
【００４０】
　“ロックオン”を解除するために、操作員は、止め具７２を凹部７０から移動するトリ
ガボタン８を押し下げる。このことが、図８に図示するように、ラッチアーム５２をばね
４６の付勢力により受け具６２の最上部を横切って回動させ（もし、操作員がバーの移動
を防止することによりそれが保持されていないなら）、そして受け具の右に位置させるこ
とを可能にしている。トリガボタン８を解除すると、トリガボタン８は移動し電気スイッ
チ２２を切るようになっている。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は、前方から見たハンマドリルの斜視図である。
【図２】図２は、後方から見たハンマドリルの斜視図である。
【図３】図３は、スライド式“ロックオン”アクティベータを備えたチッパの後方クラム
シェルを図示している。
【図４】図４は、電気スイッチ、トリガボタン、回動ラッチ及びスライド式“ロックオン
”アクティベータとを備えた前方クラムシェルを図示している。
【図５】図５は、トリガボタン、回動ラッチ及びスライド式“ロックオン”アクティベー
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タが図示している。
【図６】図６は、トリガボタンと、付勢ばねを備えたピボットラッチを図示している。
【図７】図７は、電気スイッチとトリガボタンとを図示している。
【図８】図８は、受け具を備えたトリガボタンの内部を図示している。
【図９】図９は、スライド式“ロックオン”作動装置の下側を図示している。
【図１０】図１０は、トリガボタンの背面をスライド式“ロックオン”作動装置と共に図
示している。
【図１１】図１１は、電気スイッチ、ピボットラッチ及びスライド式“ロックオン”作動
装置とを備えた前方クラムシェルの一部を図示している。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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